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■ インドネシア進出企業のビジネス法務実務（入門編）

投　
資　
に　
対　
す　
る　
奨　
励　
措　
置　
（　
Ｉ　
）　

対　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
投　
資　
の　
促　
進　
を　
図　

っ　
て　
、　
２　
０　
０　
７　
年　
投　
資　
法　
第　
2  5  
号　
に　

規　
定　
さ　
れ　
る　
と　
お　
り　
、　
投　
資　
家　
に　
対　
す　

る　
奨　
励　
措　
置　
が　
い　
く　
つ　
か　
設　
け　
ら　
れ　
て　

い　
ま　
す　
。　
こ　
う　
し　
た　
奨　
励　
措　
置　
は　
、　
投　

資　
家　
を　
煩　
雑　
な　
手　
続　
か　
ら　
解　
放　
し　
、　
新　

し　
い　
商　
品　
や　
サ　
ー　
ビ　
ス　
の　
分　
野　
に　
お　
け　

る　
産　
業　
の　
育　
成　
を　
促　
進　
し　
、　
そ　
の　
発　
展　

を　
支　
援　
す　
る　
も　
の　
で　
す　
。　
前　
記　
法　
律　
を　

最　
近　
制　
定　
し　
た　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
政　
府　

は　
、　
そ　
の　
第　
1  8  
条　
に　
奨　
励　
措　
置　
の　
種　
類　

を　
具　
体　
的　
に　
記　
載　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　ま　
た　
、　

財　
務　
上　
の　
奨　
励　
措　
置　
は　
財　
務　
省　
の　
管　
轄　

に　
お　
い　
て　
与　
え　
ら　
れ　
ま　
す　
が　
、　
外　
国　
投　

資　
家　
の　
場　
合　
、　
そ　
の　
対　
象　
は　
法　
人　
に　
限　

ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

奨　
励　
措　
置　
は　
、　
以　
下　
に　
説　
明　
す　
る　
と　

お　
り　
、　
様　
々　
な　
形　
で　
与　
え　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

Ｑ　
１　
　　
輸　
入　
税　
に　
関　
し　
て　
、　
ど　
の　

よ　
う　
な　
奨　
励　
措　
置　
が　
設　
け　
ら　
れ　

て　
い　
ま　
す　
か　
。　

Ａ　
１　
　　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
関　
税　
地　
域　

（　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
関　
税　
法　
が　

適　
用　
さ　
れ　
る　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　

領　
土　
を　
い　
い　
、　
独　
占　
的　
経　
済　
地　

区　
内　
お　
よ　
び　
大　
陸　
棚　
内　
の　
陸　
海　

お　
よ　
び　
そ　
の　
上　
空　
の　
す　
べ　
て　
を　

含　
む　
）　
に　
持　
ち　
込　
ま　
れ　
る　
物　
品　

（　
国　
内　
使　
用　
を　
目　
的　
と　
し　
な　
い　

物　
品　
を　
除　
く　
）　
は　
す　
べ　
て　
、　
基　

本　
的　
に　
輸　
入　
品　
と　
し　
て　
扱　
わ　

れ　
、　
輸　
入　
税　
の　
課　
税　
対　
象　
と　
な　

り　
ま　
す　
。　

輸　
入　
品　
に　
適　
用　
さ　
れ　
る　
一　
般　
税　
率　

は　
、　
以　
下　
の　
と　
お　
り　
で　
す　
。　

１　
　　
輸　
入　
税　
｜　
税　
率　
は　
、　
０　
％　
か　
ら　
１　

７　
０　
％　
の　
間　
で　
、　
輸　
入　
さ　
れ　
る　
物　

品　
の　
種　
類　
に　
よ　
り　
異　
な　
り　
ま　
す　
。　

２　
　　
付　
加　
価　
値　
税　
（　
Ｖ　
Ａ　
Ｔ　
）　
｜　
税　
率　

は　
、　
０　
％　
か　
ら　
1  0  
％　
の　
間　
と　
な　
り　

ま　
す　
。　

３　
　　
奢　
侈　
品　
販　
売　
税　
（　
Ｓ　
Ｔ　
Ｌ　
Ｇ　
）　
｜　

税　
率　
は　
、　
1  0  
％　
か　
ら　
7  5  
％　
の　
間　
で　
、　

物　
品　
の　
種　
類　
に　
よ　
り　
異　
な　
り　
ま　
す　
。　

た
だ
し
、
財
務
大
臣
決
定

（　
同　
決　
定　

に
よ
り
改
定
）

に　
基　
づ　
き　
、　
い　
く　
つ　
か　
の　
輸　
入　
税　
減　
免　

措　
置　
が　
、　
外　
国　
直　
接　
投　
資　
（　

・　

）　
プ　
ロ　

ジ　
ェ　
ク　
ト　
お　
よ　
び　
国　
内　
投　
資　

・　

プ　
ロ　
ジ　
ェ　
ク　
ト　
に　
関　
し　
て　
認　

め　
ら　
れ　
て　
お　
り　
、　
既　
存　
の　
Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
企　
業　

お　
よ　
び　
Ｐ　
Ｍ　
Ｄ　
Ｎ　
企　
業　
も　
そ　
の　
対　
象　
と　

な　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　
前　
記　
財　
務　
大　
臣　
決　
定　

に　
よ　
り　
、　
投　
資　
に　
関　
連　
し　
て　
投　
資　
企　
業　

に　
与　
え　
ら　
れ　
て　
い　
る　
優　
遇　
措　
置　
は　
、　
以　

下　
の　
と　
お　
り　
で　
す　
。　

１　
　　
産　
業　
（　
特　
定　
の　
分　
野　
に　
限　
定　
さ　
れ　

な　
い　
）　
の　
構　
築　
や　
発　
展　
に　
関　
連　
し　

て　
輸　
入　
さ　
れ　
る　
機　
械　
類　
に　
つ　
い　
て　

①　
　　
輸　
入　
税　
に　
関　
す　
る　
優　
遇　
措　
置　

に　
よ　
り　
、　
最　
終　
的　
な　
関　
税　
率　
は　

５　
％　
と　
な　
り　
ま　
す　
。　

②　
　　
前　
記　
①　
に　
関　
連　
し　
て　
、　
イ　
ン　
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ド
ネ
シ
ア
関
税
率
表
（

・　

）　
で　
輸　
入　
税　
率　
が　
５　
％　
以　

下　
に　
定　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
も　
の　
に　
つ　

い　
て　
は　
、　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　
Ｍ　
Ｉ　
記　
載　
の　
税　

率　
が　
適　
用　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

③　
　　
輸　
入　
税　
の　
低　
減　
措　
置　
は　
、　
そ　

の　
決　
定　
を　
受　
け　
た　
日　
か　
ら　
２　
年　
間　

適　
用　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

す　
な　
わ　
ち　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　

新　
規　
事　
業　
の　
立　
上　
げ　
や　
既　
存　
事　
業　
の　
拡　

大　
を　
し　
よ　
う　
と　
す　
る　
企　
業　
が　
、　
そ　
の　
目　

的　
の　
た　
め　
に　
機　
械　
類　
の　
輸　
入　
を　
必　
要　
と　

す　
る　
場　
合　
、　
こ　
れ　
ら　
機　
械　
類　
に　
対　
す　
る　

関　
税　
率　
は　
、　
２　
年　
間　
、　
５　
％　
以　
下　
に　
ま　

で　
低　
減　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

２　
　　
物　
品　
お　
よ　
び　
材　
料　
の　
輸　
入　
に　
つ　
い　

て　①　
　　
産　
業　
（　
サ　
ー　
ビ　
ス　
業　
を　
除　
く　
）　

の　
新　
興　
を　
目　
的　
と　
し　
て　
、　
投　
資　
企　

業　
に　
は　
、　
そ　
の　
設　
備　
能　
力　
に　
応　
じ　
、　

２　
年　
間　
、　
生　
産　
用　
の　
物　
品　
お　
よ　
び　

材　
料　
に　
関　
す　
る　
輸　
入　
税　
の　
低　
減　
措　

置　
が　
与　
え　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
対　
象　
と　
な　

る　
物　
品　
ま　
た　
は　
材　
料　
に　
関　
す　
る　
輸　

入　
税　
低　
減　
措　
置　
の　
決　
定　
が　
下　
さ　
れ　

た　
日　
か　
ら　
２　
年　
間　
、　
最　
終　
的　
な　
関　

税　
率　
は　
５　
％　
と　
な　
り　
ま　
す　
。　

②　
　　
産　
業　
（　
サ　
ー　
ビ　
ス　
業　
を　
除　
く　
）　

の　
推　
進　
を　
目　
的　
と　
し　
て　
、　
２　
年　
間　

で　
設　
備　
能　
力　
を　
3  0  
％　
以　
上　
拡　
大　
す　

る　
こ　
と　
を　
目　
標　
に　
掲　
げ　
て　
い　
る　
投　

資　
企　
業　
に　
は　
、　
２　
年　
間　
、　
増　
産　
目　

的　
の　
物　
品　
お　
よ　
び　
材　
料　
に　
関　
す　
る　

輸　
入　
税　
の　
低　
減　
措　
置　
が　
認　
め　
ら　
れ　

ま　
す　
。　
対　
象　
と　
な　
る　
物　
品　
ま　
た　
は　

材　
料　
に　
関　
す　
る　
輸　
入　
税　
低　
減　
措　
置　

の　
決　
定　
が　
下　
さ　
れ　
た　
日　
か　
ら　
２　
年　

間　
、　
最　
終　
的　
な　
関　
税　
率　
は　
５　
％　
と　

な　
り　
ま　
す　
。　

③　
　　
前　
記　
①　
お　
よ　
び　
②　
に　
関　
連　
し　

て　
、　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　
Ｍ　
Ｉ　
に　
お　
い　
て　
輸　
入　

税　
率　
が　
５　
％　
以　
下　
に　
定　
め　
ら　
れ　
て　

い　
る　
も　
の　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
Ｂ　
Ｔ　
Ｂ　

Ｍ　
Ｉ　
記　
載　
の　
税　
率　
が　
適　
用　
さ　
れ　
ま　

す　
。　

ま　
た　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　
生　
産　

さ　
れ　
た　
機　
器　
類　
を　
利　
用　
す　
る　
事　
業　
の　
場　

合　
、　
前　
記　
の　
物　
品　
お　
よ　
び　
材　
料　
に　
関　
す　

る　
輸　
入　
税　
の　
低　
減　
措　
置　
が　
、　
２　
年　
間　
追　

加　
で　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
こ　
れ　
に　
よ　
り　
、　

輸　
入　
税　
低　
減　
措　
置　
の　
決　
定　
が　
下　
さ　
れ　
た　

日　
か　
ら　
合　
計　
で　
４　
年　
間　
、　
輸　
入　
税　
低　
減　

措　
置　
が　
与　
え　
ら　
れ　
る　
こ　
と　
と　
な　
り　
ま　

す　
。　尚　

、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
で　
初　
め　
て　

船　
籍　
登　
録　
を　
行　
う　
場　
合　
に　
は　
、　
所　
有　
権　

移　
転　
手　
数　
料　
が　
免　
除　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

Ｑ　
２　
　　
課　
税　
に　
関　
し　
て　
、　
ど　
の　
よ　

う　
な　
奨　
励　
措　
置　
が　
設　
け　
ら　
れ　
て　

い　
ま　
す　
か　
。　

Ａ　
２　
　　
投　
資　
企　
業　
が　
受　
け　
ら　
れ　
る　

課　
税　
優　
遇　
措　
置　
に　
は　
様　
々　
な　
種　

類　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

１　
　　
２　
０　
０　
０　
年　
所　
得　
税　
法　
第　
1  7  
号　
に　

よ　
り　
、　
以　
下　
の　
よ　
う　
な　
課　
税　
優　
遇　

措　
置　
が　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
し　
た　
。　

(  1  )  

６　
年　
間　
に　
わ　
た　
っ　
て　
投　
資　
実　
行　
額　

の　
3  0  
％　
ま　
で　
課　
税　
所　
得　
控　
除　
を　
認　
め　
る　

こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
投　
資　
税　
を　
減　
免　

(  2  )  

加　
速　
減　
価　
償　
却　
の　
導　
入　
（　
内　
容　
は　

以　
下　
に　
説　
明　
）　

ａ　
　　
有　
形　
資　
産　
の　
減　
価　
償　
却　

非　
現　
金　
支　
出　
と　
な　
る　
有　
形　
資　
産　
の　
減　

価　
償　
却　
は　
、　
損　
耗　
、　
経　
年　
劣　
化　
ま　
た　
は　

旧　
式　
化　
に　
よ　
り　
資　
産　
価　
値　
を　
減　
少　
さ　
せ　

る　
も　
の　
で　
す　
。　
大　
半　
の　
資　
産　
は　
、　
時　
の　

経　
過　
に　
伴　
い　
価　
値　
が　
減　
少　
し　
、　
耐　
用　
年　

数　
が　
経　
過　
し　
た　
時　
点　
で　
交　
換　
が　
必　
要　
と　

な　
り　
ま　
す　
。　
減　
価　
償　
却　
資　
産　
は　
、　
そ　
の　

耐　
用　
年　
数　
に　
応　
じ　
て　
４　
つ　
の　
グ　
ル　
ー　
プ　

に　
分　
類　
さ　
れ　
、　
適　
用　
さ　
れ　
る　
減　
価　
償　
却　

率　
は　
、　
グ　
ル　
ー　
プ　
毎　
に　
異　
な　
り　
ま　
す　
。　

投　
資　
企　
業　
は　
、　
減　
価　
償　
却　
費　
の　
計　
算　

方　
法　
を　
定　
額　
法　
と　
定　
率　
法　
の　
い　
ず　
れ　
と　

す　
る　
か　
選　
択　
す　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
ま　
す　

（　
た　
だ　
し　
、　
建　
物　
に　
関　
し　
て　
は　
定　
率　
法　

の　
選　
択　
は　
不　
可　
）　。　（　
表　
１　
参　
照　
）　

ｂ　
　　
無　
形　
資　
産　
の　
減　
価　
償　
却　

無　
形　
資　
産　
の　
減　
価　
償　
却　
と　
は　
、　
特　
許　

や　
著　
作　
権　
な　
ど　
の　
無　
形　
資　
産　
に　
つ　
い　

て　
、　そ　
の　
見　
込　
耐　
用　
年　
数　
期　
間　
を　
通　
じ　
、　

簿　
価　
額　
を　
段　
階　
的　
に　
減　
額　
し　
て　
事　
業　
コ　

ス　
ト　
と　
み　
な　
し　
、　
こ　
れ　
を　
一　
定　
期　
間　
毎　

に　
収　
入　
か　
ら　
差　
引　
く　
こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
資　

産　
の　
収　
益　
と　
相　
殺　
す　
る　
会　
計　
手　
続　
で　

す　
。　（　
表　
２　
参　
照　
）　

特　
定　
の　
セ　
ク　
タ　
ー　
ま　
た　
は　
地　
域　
を　
投　

資　
対　
象　
と　
す　
る　
外　
国　
投　
資　
家　
お　
よ　
び　
国　

内　
投　
資　
家　
は　
、　
２　
０　
０　
０　
年　
政　
令　
第　
１　

４　
８　
号　
に　
よ　
り　
、　
以　
下　
に　
従　
っ　
て　
有　
形　

資　
産　
お　
よ　
び　
無　
形　
資　
産　
の　
減　
価　
償　
却　
計　

算　
表　
を　
活　
用　
す　
べ　
き　
で　
す　
。　（　
表　
３　
参　

照　
）　

（表２）

（表１）

（表３）

耐用年数（年）
定額法（％）

建物以外
グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

建物
恒久建物
非恒久建物

I.

II.

4 25 50
8 12.5 25
16 6.25 12.5
20 5 10

20 5
10 10

物的（有形）資産
計算方法

倍額定率法（％）

耐用年数（年）
定額法（％）定率法（％）

グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

4 25 50
8 12.5 25
16 6.25 12.5
20 5 10

無形資産
計算方法

資産の種類 耐用年数（年） 減価償却計算方法
定額法（％）定率法（％）

建物以外の有形資産
又は無形資産
グループ１
グループ２
グループ３
グループ４

建物
恒久建物
非恒久建物

I.

II.

2 50 100
4 25 50
8 12.5 25
10 10 20

10 10
5 20
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無　
形　
資　
産　
お　
よ　
び　
有　
形　
資　
産　
の　
減　
価　

償　
却　
と　
は　
、　
前　
述　
の　
と　
お　
り　
、　
資　
産　
が　

生　
み　
出　
す　
年　
間　
収　
益　
を　
減　
額　
す　
る　
こ　
と　

に　
よ　
り　
課　
税　
対　
象　
額　
の　
減　
額　
を　
図　
る　
、　

税　
務　
申　
告　
上　
の　
手　
法　
で　
す　
。　

尚　
、　
２　
０　
０　
０　
年　
政　
令　
第　
１　
４　
７　
号　

に　
基　
づ　
い　
て　
税　
制　
上　
の　
優　
遇　
措　
置　
を　
受　

け　
た　
統　
合　
経　
済　
開　
発　
地　
域　
（　

・　

）　
内　
の　
納　
税　
者　
に　
は　
、　

前　
記　
政　
令　
は　
適　
用　
さ　
れ　
ま　
せ　
ん　
。　

(  3  )  

欠　
損　
金　
の　
繰　
越　
を　
1  0  
年　
ま　
で　
に　
延　

長　
所　
得　
税　
法　
第　
６　
・　
２　
条　
で　
は　
、　
欠　
損　

金　
を　
５　
年　
間　
繰　
り　
越　
し　
て　
収　
益　
と　
相　
殺　

す　
る　
こ　
と　
が　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
２　

０　
０　
０　
年　
政　
令　
第　
１　
４　
８　
号　
の　
規　
定　

は　
、　
特　
定　
の　
セ　
ク　
タ　
ー　
ま　
た　
は　
地　
域　
に　

お　
け　
る　
投　
資　
企　
業　
に　
対　
し　
、　
こ　
の　
繰　
越　

期　
間　
の　
延　
長　
を　
認　
め　
る　
も　
の　
で　
す　
。　
そ　

の　
内　
容　
は　
以　
下　
の　
と　
お　
り　
で　
す　
。　

(  a  )  

「　
ハ　
イ　
リ　
ス　
ク　
」　
に　
分　
類　
さ　

れ　
る　
事　
業　
分　
野　
へ　
の　
投　
資　
で　
あ　
る　

場　
合　
、　
１　
年　
延　
長　

(  b  )  

事　
業　
拡　
大　
の　
た　
め　
に　
多　
額　
の　

追　
加　
費　
用　
を　
必　
要　
と　
す　
る　
投　
資　
で　

あ　
る　
場　
合　
、　
１　
年　
延　
長　

(  c  )  

一　
定　
数　
以　
上　
の　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　

ア　
人　
を　
経　
営　
陣　
、　
ス　
タ　
ッ　
フ　
ま　
た　

は　
労　
働　
者　
と　
し　
て　
雇　
用　
す　
る　
投　
資　

で　
あ　
る　
場　
合　
、　
１　
年　
延　
長　

(  d  )  

事　
業　
の　
全　
体　
ま　
た　
は　
大　
半　
が　

輸　
出　
向　
け　
で　
あ　
る　
事　
業　
分　
野　
へ　
の　

投　
資　
で　
あ　
る　
場　
合　
、　
１　
年　
延　
長　

(  e  )  

隔　
離　
地　
で　
実　
施　
す　
る　
投　
資　
で　

あ　
る　
場　
合　
、　
１　
年　
延　
長　

前　
述　
条　
件　
を　
複　
数　
満　
た　
し　
て　
い　
る　
場　

合　
、　
延　
長　
で　
き　
る　
期　
間　
は　
加　
算　
さ　
れ　
ま　

す　
の　
で　
、　
繰　
越　
期　
間　
は　
最　
長　
で　
1  0  
年　
に　

な　
り　
ま　
す　
。　

(  4  )  

所　
得　
税　
法　
第　
2  6  
条　
に　
2  0  
％　
と　
規　
定　

さ　
れ　
て　
い　
る　
配　
当　
金　
に　
対　
す　
る　
源　
泉　
徴　

収　
税　
率　
を　
、　
1  0  
％　
に　
低　
減　
（　
た　
だ　
し　
、　

関　
連　
す　
る　
租　
税　
条　
約　
に　
さ　
ら　
に　
低　
い　
税　

率　
が　
定　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
場　
合　
は　
、　
そ　
の　

税　
率　
を　
適　
用　
）　

前　
述　
(  1  )  
〜　
(  4  )  
記　
載　
の　
所　
得　
税　
に　
関　
す　

る　
減　
免　
措　
置　
の　
対　
象　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　

ア　
法　
に　
基　
づ　
き　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
に　

設　
立　
さ　
れ　
た　
有　
限　
責　
任　
会　
社　
で　
、　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
に　
事　
業　
拠　
点　
を　
有　
す　
る　

納　
税　
企　
業　
に　
限　
定　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　

２　
　　
２　
０　
０　
０　
年　
政　
令　
第　
１　
４　
６　
号　
お　

よ　
び　
２　
０　
０　
１　
年　
政　
令　
第　
1  2  
号　

（　
２　
０　
０　
３　
年　
政　
令　
第　
3  8  
号　
お　
よ　
び　

２　
０　
０　
７　
年　
政　
令　
第　
７　
号　
に　
よ　
り　

そ　
れ　
ぞ　
れ　
改　
定　
）　
の　
各　
政　
令　
に　
よ　

り　
、　
特　
定　
の　
課　
税　
対　
象　
商　
品　
お　
よ　

び　
戦　
略　
的　
商　
品　
の　
輸　
入　
ま　
た　
は　
引　

渡　
し　
、　
並　
び　
に　
特　
定　
の　
課　
税　
対　
象　

サ　
ー　
ビ　
ス　
の　
提　
供　
に　
つ　
い　
て　
、　
付　

加　
価　
値　
税　
の　
免　
除　
が　
認　
め　
ら　
れ　
ま　

す　
。　

特　
定　
の　
課　
税　
対　
象　
商　
品　
の　
例　
と　
し　
て　

は　
、　
政　
府　
機　
関　
が　
輸　
入　
す　
る　
、　
も　
し　
く　

は　
引　
き　
渡　
し　
を　
受　
け　
る　
武　
器　
、　
弾　
薬　
、　

戦　
闘　
用　
車　
両　
、　
教　
科　
書　
、　
お　
よ　
び　
宗　
教　

本　
が　
挙　
げ　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
特　
定　
の　
課　
税　
対　

象　
サ　
ー　
ビ　
ス　
と　
は　
、　
公　
共　
交　
通　
機　
関　
の　

修　
理　
・　
保　
守　
等　
、　
所　
定　
の　
国　
有　
企　
業　
が　

受　
け　
る　
サ　
ー　
ビ　
ス　
で　
す　
。　
ま　
た　
、　
戦　
略　

的　
商　
品　
に　
は　
、　
家　
畜　
用　
、　
鶏　
用　
ま　
た　
は　

魚　
用　
の　
飼　
料　
や　
そ　
の　
材　
料　
の　
他　
、　
農　
作　

物　
や　
、　
プ　
ラ　
ン　
テ　
ー　
シ　
ョ　
ン　
お　
よ　
び　
林　

業　
の　
産　
物　
か　
ら　
採　
取　
さ　
れ　
る　
種　
等　
が　
含　

ま　
れ　
ま　
す　
。　

Ｑ　
３　
　　
製　
造　
品　
の　
輸　
出　
に　
関　
し　

て　
、　
ど　
の　
よ　
う　
な　
奨　
励　
措　
置　
が　

設　
け　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
か　
。　

Ａ
３
　
財
務
大
臣
決
定

及　
び　

同　
決　
定　

（
同
決
定

に
よ
り
改

定　
）　
の　
規　
定　
に　
よ　
り　
、　
数　
多　
く　

の　
奨　
励　
措　
置　
が　
製　
造　
品　
の　
輸　
出　

に　
関　
し　
て　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　

す　
。　
以　
下　
に　
そ　
の　
例　
を　
い　
く　
つ　

か　
挙　
げ　
ま　
す　
。　

１　
　　
輸　
入　
さ　
れ　
た　
物　
品　
ま　
た　
は　
材　
料　
の　

う　
ち　
、　
輸　
出　
用　
製　
品　
の　
製　
造　
に　
利　

用　
さ　
れ　
る　
も　
の　
に　
課　
さ　
れ　
る　
輸　
入　

税　
の　
免　
除　
ま　
た　
は　
還　
付　

２　
　　
輸　
入　
さ　
れ　
た　
物　
品　
ま　
た　
は　
材　
料　
の　

う　
ち　
、　
輸　
出　
向　
け　
製　
造　
に　
利　
用　
さ　

れ　
（　
輸　
入　
税　
が　
免　
除　
さ　
れ　
）　
る　
も　

の　
に　
課　
さ　
れ　
る　
奢　
侈　
品　
（　
材　
料　
を　

含　
む　
）　
を　
対　
象　
と　
す　
る　
付　
加　
価　
値　

税　
お　
よ　
び　
販　
売　
税　
の　
免　
除　

３　
　　
同　
等　
の　
国　
産　
品　
が　
入　
手　
可　
能　
で　
あ　

っ　
て　
も　
必　
要　
に　
応　
じ　
て　
原　
材　
料　
を　

輸　
入　
す　
る　
こ　
と　
の　
許　
可　

国　
内　
入　
手　
が　
可　
能　
な　
材　
料　
の　
輸　
入　
に　

関　
し　
て　
は　
、　
数　
多　
く　
の　
制　
限　
が　
あ　
り　
、　

そ　
の　
よ　
う　
な　
制　
限　
が　
な　
い　
場　
合　
で　
も　
、　

高　
い　
輸　
入　
税　
率　
が　
一　
般　
的　
に　
適　
用　
さ　
れ　

る　
こ　
と　
か　
ら　
、　
上　
記　
奨　
励　
措　
置　
は　
さ　
ら　

に　
重　
要　
と　
言　
え　
ま　
す　
。　

本　
稿　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
お　
け　
る　
投　
資　
に　
関　
わ　

る　
法　
的　
事　
項　
に　
つ　
い　
て　
、　
一　
般　
的　
な　
情　
報　
の　
提　
供　

を　
目　
的　
と　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　
具　
体　
的　
な　
事　
案　
、　
法　
的　

助　
言　
等　
に　
つ　
き　
ま　
し　
て　
は　
、　
適　
格　
な　
専　
門　
家　
に　
ご　

相　
談　
下　
さ　
い　
。　

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
講
師
。
黒
田
法
律
事

務
所
リ
ー
ガ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
ボ
ゴ
ル

農
業
大
学
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
卒
業
。

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
法
学
部
、
関
東
学
園

大
学

Ｌ
Ｌ
Ｍ
卒
業
。
横
浜
国
立
大
学
国

際
経
済
法
研
究
科
後
期
博
士
課
程
履
修
中
。

専
門
は
国
際
取
引
法
。

ユ
リ
ア
・
ク
ス
マ
・
ワ
ル
ダ
ニ

黒
田
法
律
事
務
所
代
表
パ
ー
ト
ナ
ー
。
早

稲
田
大
学
一
年
中
退
。
司
法
試
験
合
格
。

そ
の
後
、
国
内
の
法
律
事
務
所
勤
務
を
経

て
、
北
京
語
学
学
院
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
、
復
旦
大
学
法
学
部
高
級
進

修
生
課
程
を
終
了
。
専
門
は
国
際
金
融
、

独
禁
法
、
知
的
財
産
法
な
ど
。

黒
田
健
二
（　
く　
ろ　
だ　
・　
け　
ん　
じ　
）　


